
 
 
 
 

平成２９年４月２０日から５月６日までの１７日

間に、和歌山県潮岬から高知県室戸岬にかけての海域

で、ヨットのプロペラや舵に海草や藻などが絡み航行

不能となる事故が３件発生していますので十分に注

意して下さい。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
海上保安庁では、大切な命を自分で守るため、そして一人でも多く

の人の命を救えるよう、「救命胴衣の常時着用」「連絡手段の確保（防

水対策を施した携帯電話の持参）」「１１８番通報（事故発生時の早期

通報）」の３つを基本とする自己救命策確保を推進しています。 
 「自己救命策３つの基本を忘れずに！」マリンレジャーを楽しんで

下さい。 
 

高知県室戸岬から約140度9海里 

和歌山県潮岬から約260度18海里 

和歌山県潮岬から約290度4海里 

ヨットを楽しまれる皆さんへ 

第五管区海上保安本部 
田辺海上保安部 ０７３９－２２－２００１ 

高知海上保安部 ０８８－８３２－７１１４ 

串本海上保安署 ０７３５－６２－０２２６ 


